
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 8 章 

届出制度 



第 8 章 届出制度 

126 

1. 届出制度 
居住や都市機能の⽴地の動向について把握するために、居住誘導区域外における⼀定以上

の規模の住宅の建築等や都市機能誘導区域外における誘導施設を有する建築物等の開発⾏為
等については、都市再⽣措置法に基づき市⻑への届出が義務付けられています。 

また、都市機能誘導区域内の誘導施設の休⽌や廃⽌についても市⻑への届出が義務付けら
れています。 

 
 住宅に関する届出 

計画区域の居住誘導区域外において、以下の⽰す⼀定規模以上の住宅開発や建築等の⾏為
を⾏おうとする場合には、これらの⾏為に着⼿する⽇の 30 ⽇前までに、⾏為の種類や場所
などについて市⻑への届出が義務付けられています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 誘導施設に関する届出 
計画区域の都市機能誘導区域外において、誘導施設の開発や建築等の⾏為を⾏おうとする

場合や都市機能誘導区域内で誘導施設を休⽌⼜は廃⽌しようとする場合には、これらの⾏為
に着⼿する⽇の 30 ⽇前までに、⾏為の種類や場所などについて市⻑への届出が義務付けら
れています。 

 
 

 

 

 


